
 

救急車の適正利用にご協力をお願いします 

 

千曲坂城消防本部管内の平成２９年中の救急出動件数は３，７５７件、搬送人員３，５４０人で住民の

約２０人に１人が救急搬送されています。 

この中には、緊急性がないのに救急要請している方もあり、緊急性がない救急要請によって、救える命

が救えなくなる恐れがあります。 

緊急性がない場合は、救急車を要請する前に自家用車、タクシー又は民間の患者等搬送事業者を利用し

て医療機関に行くことができないかを、もう一度検討してください。 

 

ただし、急いで医療機関に連れて行ったほうがよいと判断した時は、迷わず１１９番通報してください 

 

 

  

  ・自家用車がない 

  ・今日は入院日だから、受診予約をいれている 

  ・救急車なら待たずに優先的に診察してくれると思った 

・タクシーや民間救急は、お金がかかるので救急車を呼んだ 

  ・どこの医療機関に行けばいいのか分からないので救急車を呼んだ など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 救急車の上手な利用方法は、 

   救急車を上手に使いましょう ＜消防庁：救急車適正利用リーフレット＞ 

   http://www.fdcs.or.jp/izato/bousai/kyuukyuusya.pdf をご覧下さい 

 

救急車適正利用のお願い

緊急性のない場合とは… 



 

○ 症状から、どうしたらよいか解らない場合は、 

全国版救急受信ガイド（愛称「Ｑ助」） ＜消防庁＞ 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/filedList9_6/kyukyu_app.html をご覧下さい 

 

○ 民間の救急車を利用したい場合は、 

民間の患者等搬送事業者についてのご案内 をご覧下さい 

 

○ 休日や夜間で緊急医が分からない場合は、 

  〖電話の場合〗 

 

 

  〖電話で日曜祝日の当番医を知りたい場合〗 ※千曲市・坂城町の昼間のみとなります 

 

 

  〖インターネットの場合〗 

 

                   http://www.qq.pref.nagano.lg.jp/をご利用ください 

 

 

 

 

 

 

 

長野県休日・夜間緊急医療サービス ☎ ０５７０－０８８－１９９ 

ながの医療情報Ｎｅｔ 

災害情報ダイヤル  ☎ ０２６－２１４－０１１９ 


